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( 5 7 )【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネル内に設置するＰｃａ中壁であって、
　支持部およびアーチ部から構成され、長手方向に当該Ｐｃａ中壁を連続的に立設するこ
とで前記支持部それぞれの間の前記アーチ部の下方側に概半円のアーチ状開口を形成し、
　前記支持部または前記アーチ部のいずれかを横断方向に鉛直に分断した形状を当該Ｐｃ
ａ中壁の鉛直端面とし、
　向かい合う前記鉛直端面の間に連続するＵ字状空間を当該Ｐｃａ中壁の上端側に形成し
た構造を有し、
　Ｐｃａ床版を載置する当該Ｐｃａ中壁の載置面に、前記Ｐｃａ床版を鉛直に貫通する貫
通孔と正対する落とし孔を有する
ことを特徴とするＰｃａ中壁。
【請求項２】
　請求項１に記載のＰｃａ中壁の設置接続方法であって、
　前記Ｐｃａ中壁を長手方向に連続してインバート上に立設し、隣接する前記Ｐｃａ中壁
の前記Ｕ字状空間にコンクリートを充填して当該隣接する前記Ｐｃａ中壁双方を長手方向
に一体化する
ことを特徴とするＰｃａ中壁の設置接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、大断面化する道路や鉄道のトンネルに設置する、床版、支承、中壁および接
合部型枠並びに床版を設置する際に用いる床版架設クレーンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、大断面の道路や鉄道などのトンネルに設置する床版及び支承の多くは、横断方向
に一体のＰｃａコンクリート部材の床版（以下、「Ｐｃａ床版」という）、左右の壁面に
設置する現場打の支承（以下、「ＲＣ側壁」という）及びＰｃａコンクリート部材の中壁
（以下、「Ｐｃａ中壁」という）の支承から構成されるのが一般的である。
【０００３】
　左右のＲＣ側壁が、高価なＰｃａコンクリート部材ではなく安価な現場打構築にできる
のは、セグメントの搬送性が損なわれないからである。一方、Ｐｃａ床版及びＰｃａ中壁
が安価な現場打構築にできないのは、その構築に伴う鉄筋及び型枠支保工の作業がセグメ
ントの搬送性を損なうからである。
【０００４】
　また、Ｐｃａ床版が横断方向一体構造となるのは、セグメントの搬送路をＰｃａ床版の
下方とする都合から、Ｐｃａ床版材の搬送路を設置直後のＰｃａ床版上とする必要性から
である。なぜなら、Ｐｃａ床版の構造が、横断方向一体でなく単径間個別であれば、Ｐｃ
ａ床版の設置直後は継手接合が未完了のため不安定であり、Ｐｃａ床版の搬送性を損なう
からである。
【０００５】
　図１は、従来技術に係るＰｃａ床版の設置構造と本発明に係るＰｃａ床版の設置構造と
の比較を示す図である。例えば、非特許文献１には、図１（ａ）に示すように、道路用ト
ンネルにおいて、２径間一体のＰｃａ床版及び中央１列のＰｃａ中壁を採用した構造が記
載されている。また、特許文献１には、図１（ｂ）に示すように、３径間一体のＰｃａ床
版及び２列のＰｃａ中壁を採用した構造が記載されている。なお、図１（ｃ）に示す本発
明のＰｃａ床版については後述する。
【０００６】
　また、図２は、従来技術に係るＰｃａ中壁の設置構造と本発明に係るＰｃａ中壁の設置
構造との比較を示す図である。図２の（ａ）は、矩形で密実な構造による従来のＰｃａ中
壁を長手方向に連結して設置した構造である。なお、図２（ｂ）に示す本発明のＰｃａ中
壁については後述する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２００２９６号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】コンクリート工学　Ｖｏｌ．４９　（２０１１）　Ｎｏ．１２　ｐ．４
４　図１１左　首都高速中央環状品川線トンネルセグメント・床版の設計施工
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　非特許文献１及び特許文献１において、Ｐｃａ床版は、前者が横断方向に一体の２径間
構造（図１（ａ））、後者が横断方向に一体の３径間構造（図１（ｂ））で構成され、ま
た、Ｐｃａ中壁は、両者ともに矩形で密実な構造で構成されている。
　まず、床版を、安価な現場打によらずＰｃａ床版とする理由、更に、Ｐｃａ床版を、横
断方向に一体の構造とする理由については、上述のとおりであるところ、この横断方向に
一体の構造とする前提が、トンネルが大断面化する場合には、Ｐｃａ床版の搬送性と架設
性を損なうこととなる。ここで、先の前者の２径間を後者の３径間にするなど支承数を増
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やせば、床版厚は縮小し構造上合理性は確保される。しかし依然として、プレキャスト材
を架設する時の取り回しや、支承数が増えた際にその支承とのレベルや位置の調整が難し
く、狭隘な坑内では、支承数を増やしても搬送性と架設性を改善することは困難である。
要するに、求められる構造は、プレキャスト材が長尺で横断方向に一体の多径間構造では
なく、単径間の短尺部材を組み合わせる多径間構造である。
【００１０】
　一方、Ｐｃａ中壁を矩形で密実な構造とする理由（図２（ａ））は、搬送性と架設性に
優れるからであるところ、この矩形で密実な構造の前提が、トンネルが大断面化する場合
には、Ｐｃａ中壁の構造合理性を損なうことになる。本来、柱・桁構造や連続アーチ構造
などが、全体の物量を削減するにもかかわらず、これを採用できない理由は、Ｐｃａ中壁
自体の搬送性と架設性を損なわず、架設時にセグメントの搬送性も損なわないことを満足
する構造とはいえないからである。
【００１１】
　また、Ｐｃａ床版及びＰｃａ中壁が安価な現場打構築によれない理由は、上述のとおり
であるところ、トンネルが大断面化する場合には、スペース余裕は逆に増大するので、現
場打構築との併用の可能性があるにもかかわらず十分検討されてはこなかった。
　更に、床版架設クレーンについては、下方のセグメントの搬送性を損なわぬよう、Ｐｃ
ａ床版上で、設置箇所に対しカンチレバー状に張り出し架設をする構造となり、重量増大
に伴う設備仕様の増大には限界が出てくる問題がある。
【００１２】
　以上に、従来技術に対して、大断面化する道路や鉄道のトンネルの、床版の構造や施工
方法における問題点を詳述したが、以下にこれを整理する。
【００１３】
１）大規模の床版や中壁構築において、セグメントの搬送性を損なわずに、安価な現場打
を併用する形態のプレキャスト形状や構造、そのための方法がなかったのが実状である。
２）現場打による構築を併用するＰｃａ床版は、構築箇所への同床版上の往復のコンクリ
ート運搬が前提となるところ、これを可能にするプレキャスト形状や構造、そのための方
法がなかったのが実状である。
３）現場打による構築を併用するＰｃａ床版は、現場打による構築のための型枠が、往路
復路のセグメント搬送に支障なく、軸方向に連続的に、脱型、移動、組立することが前提
となるが、これを実現可能な型枠やプレキャスト形状がなかった。
【００１４】
４）Ｐｃａ床版は横断方向一体とすることが、Ｐｃａ床版の下方にセグメントの搬送を確
保する上で前提となることから、大断面化に伴い支承数を増やしても、搬送性および架設
性を改善することは困難であった。
５）仮に、搬送性および架設性を改善するために、単径間個別のＰｃａ床版を接合して横
断方向に一体化する方法を採ったとしても、この床版の架設箇所まで同じ床版上にＰｃａ
床版を運搬するプレキャスト形状や構造、そのための方法がなかったのが実状である。
【００１５】
６）Ｐｃａ中壁は、本来、柱・桁構造や連続アーチ構造など下方に開口を有する構造が全
体のボリュームを削減することになるが、搬送性および架設性においてこれを実現するプ
レキャスト形状や構造、そのための方法がなかったのが実状である。
７）床版架設クレーンは、Ｐｃａ床版上で、設置箇所に対しカンチレバー状に張り出して
架設する不安定構造となっていて、設備構造として重量増大に耐え得るものではなかった
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決するために、
ａ　支承は、セグメントに接する左右２列の側壁と、この狭隘にインバートコンクリート
より立設される２列以上の中壁とから、構成する。床版は、１列の側壁と隣接の１列の中
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壁の都合２列の支承に支持させる横断方向に合い向かい合う二組のＰｃａ床版と、両者の
間にて両者を現場打にて接合する接合部とから、構成する。
【００１７】
ｂ　Ｐｃａ床版は、側壁及び隣接する中壁の２列の支持箇所に、下方に拡幅する、拡厚部
を設ける。両拡厚部の平面中央付近を貫通する第一の貫通孔を設け、落とし棒を、両方の
第一の貫通孔に貫通させてＰｃａ床版を仮固定する。Ｐｃａ床版の下面には、支承ゴム板
をＰｃａ床版側に固定し、横断方向に中壁を超えて、接合用の鉄筋を突出することを、特
徴とする。
　加えて、Ｐｃａ床版は、接合部側端部に、第二の貫通孔を設け、接合用の型枠を懸下す
る吊り棒を貫通させる。
　Ｐｃａ床版の架設は、向かい合う二組のＰｃａ床版の設置において、それぞれ、架設時
、拡幅部を貫通する、第一の貫通孔を貫通させつつ、支承側に予め設けた、落とし孔に、
落とし棒を落とし込み、支承側に仮固定する。第二の貫通孔に吊り棒を貫通、固定する。
向かい合う双方の吊り棒に、ゲージ板を固定し、その設計上の離隔を保持する。
　また、ゲージ板の上面には、予めレールクリップを固定できるようにしておき、ここに
、床版運搬台車用レール２列を設置する。
【００１８】
ｃ　Ｐｃａ中壁は、インバートに連続的に立設すれば、支持部とアーチ部からなる連続ア
ーチ構造を構成し、連続アーチ構造は下方に概半円のアーチ状開口を有する。そして、Ｐ
ｃａ中壁は、立設時の鉛直端面が、少なくとも支持部およびアーチ部のいずれかを鉛直に
分断する形状であり、隣接するＰｃａ中壁の両鉛直面で相互に仮固定しつつ立設する。
　また、Ｐｃａ中壁は、上記アーチ部の上端に接続部となるＵ字状空間を有し、Ｐｃａ中
壁をインバートに連続的に立設しつつ仮固定後、隣接するＰｃａ中壁のＵ字状空間に、双
方を連続して接続する接続鉄筋を配筋の上コンクリート充填することで、双方を軸方向一
体化することを、特徴とする。
【００１９】
ｄ　床版架設クレーンは、据え付けたＰｃａ床版上のレールを走行する、両側の上段サド
ルと、インバートコンクリート上のレールを走行する、両側の下段サドルと、ここより立
設する両側の上段脚と両側の下段脚と、各脚に支持される上部フレームと、上部フレーム
を走行する天井クレーンから構成され、両側の下段脚は上方から下方に中央へよるよう勾
配を設け、両側の上段サドル巾に対し下段サドル巾は縮小し、上部フレームから横断方向
にアウトリガーを配し、セグメントより転倒防止用反力を得ることを、特徴とする。
【００２０】
ｅ　接合部型枠は、向かい合う二組のＰｃａ床版の、両者の、接合部側の端部に予め配さ
れる第二の貫通孔を貫通させ、Ｐｃａ床版の上面と、大引き材の下端で有孔プレートに貫
通しつつここにナット固定する吊り棒で懸下し、接合部のコンクリート重量は、せき板と
バタ材を介し、大引き材に保持されることを特徴とする。
　また、接合部型枠の脱型移動は、インバートコンクリート上の２列のレールを走行する
昇降式型枠盛替台車にて、コンクリート強度発現スパンの接合部型枠の脱型移動において
、大引き材受けに接続される伸縮支柱を、伸状態時、大引き材の下端を受け、その後、接
合部型枠を離脱させつつ縮状態とし、型枠を離脱、脱型し、コンクリート未硬化スパン下
方を走行させつつ、未施工スパンの、合い向かうＰｃａ床版の間の接合部下方に移動する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、支承は、左右２列の側壁と２列以上の中壁とから構成し、床版は、１
列の側壁と隣接の１列の中壁に支持させる向かい合う二組のＰｃａ床版と両者間の接合部
とから構成するので、以下の作用効果を奏するものである。
ア　往路復路のセグメント搬送路は、Ｐｃａ床版直下の側壁と隣接の中壁の間にとれるの
で、現場打にて接合する接合部の型枠支保工はこれに障害せず、Ｐｃａ床版に安価な現場
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打構築の併用が実現し、工費を低減する。
イ　両外の中壁の間にとれる接合部は自由に拡張できることから、大断面化に対し設計自
由度が高く、安価な現場打を最大限併用でき、構造合理性にも優れる。
【００２２】
ウ　側壁と隣接の中壁の間隔を調整することにより、向かい合う二組のＰｃａ床版の重量
の増大を抑制でき、架設重量に無理がなく、架設作業を安全にし効率化が図れる。
エ　Ｐｃａ床版は、２列の支承に支持されるから、分割されていても安定する。そのため
、Ｐｃａ床版材やトラックミキサー車がこの上を安定して運搬でき、床版下方のセグメン
ト搬送に障害しない。
【００２３】
オ　Ｐｃａ床版は、２列の支承に支持されるから、支承に対するＰｃａ床版の鉛直誤差を
容易に吸収する。また、接合部では各支承位置の平面誤差も含めた、全体の歪を吸収でき
、ばたつかず、疲労耐久性が向上する。
カ　接合部に打設するコンクリート搬送は、向かい合う二組のＰｃａ床版上にトラックミ
キサー車の往路復路の搬送路が取れるので、コンクリート搬送に無理はなく、現場打によ
る構築範囲を拡大しても、シールド掘進工程に遅れを生じさせない。
【００２４】
　本発明によれば、Ｐｃａ床版は、側壁及び隣接の中壁の２列の支持箇所に、下方に拡幅
する拡厚部を設け、ここを貫通する第一の貫通孔を設け、その下面は支承ゴム板をＰｃａ
床版側に固定し、横断方向に隣接の中壁を超えて、接合用の鉄筋を突出する。そのため、
以下の作用効果を奏することができる。
キ　Ｐｃａ床版は、架設時、拡厚部の第一の貫通孔と、これに合わせて予め支承側に設け
た落とし孔に、落とし棒を落とし込めば、即仮固定できる。これにより、接合部の完成を
待たずに、床版架設クレーンの稼働やＰｃａ床版の運搬に耐荷でき、落橋せず、施工サイ
クルを短縮することができる。
ク　Ｐｃａ床版の２箇所の支持箇所は、下方に拡幅した剛性が高い拡厚部であるから、支
圧荷重は分散し長期耐久性を確保できる。但し、拡厚部がない場合は、剛性は低下するも
ののコンクリートボリュームを低減でき、同様の効果を得ると共にコストダウンできる。
【００２５】
ケ　第一の貫通孔については、支承ゴム板取り合いにも予め孔をあけておき、支承に設け
た落とし孔に合わせ、落とし棒の撤去後、アンカーバーを挿入の上ここにモルタル充填で
きる。よって、本設のアンカーバー孔にも転用できるので、仮設構造、本設構造に無駄が
なくコストダウンが図れる。
コ　Ｐｃａ床版は、互いに接合用の鉄筋を突出し合うので、ここに配筋の上型枠を設置し
、コンクリート打設すれば、容易に両者を接合できる。
【００２６】
　本発明によれば、Ｐｃａ床版は、接合部側端部に、吊り棒を貫通させる、第二の貫通孔
を設けるので、以下の作用効果を奏することができる。
サ　Ｐｃａ床版は、架設時、ゲージ板を、向かい合う第二の貫通孔に貫通する吊り棒に貫
通させてボルト固定し、双方の設計上の離隔を保持する。そのため、向かい合う二組のＰ
ｃａ床版は、設計上の位置に精度よく、効率よく設置できる。
シ　ゲージ板には、上面には予めレールクリップが固定できるようにし、ここに２列の床
版運搬台車用レールを設置する。これにより、この左右のＰｃａ床版上にトラックミキサ
ー車の往路復路の搬送路が取れ、また、床版運搬台車用レールのゲージは正しく確保でき
、同台車の脱線を防止できる。
【００２７】
ス　床版運搬台車用レールの設置により、向かい合う二組のＰｃａ床版は、縦断方向に２
列のレールとゲージ板により梯子状に固定できるため、接合部が未完成でも強固に縦横に
一体化し、床版運搬台車の走行に際しこれらの位置がずれない。
【００２８】
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　本発明によれば、Ｐｃａ中壁は、インバートに連続的に立設すれば、支持部とアーチ部
からなる連続アーチ構造を構成し、連続アーチ構造は下方に概半円のアーチ状開口を有し
、立設時の鉛直端面が、少なくとも支持部およびアーチ部のいずれかを鉛直に分断する形
状であり、隣接するＰｃａ中壁の両鉛直面で相互に仮固定しつつ立設するので、以下の作
用効果を奏することができる。
セ　連続アーチ構造なので、圧縮が卓越する安定した構造とでき耐久性を高めると共に、
大きな開口を持てコストダウンを図ることができる。
ソ　Ｐｃａ中壁は、立設時の鉛直端面が支持部とアーチ部を鉛直に分断するので、コンパ
クトで可搬性に優れる。
【００２９】
　本発明によれば、Ｐｃａ中壁は、上記アーチ部の上端に接続部となるＵ字状空間を有し
、Ｐｃａ中壁をインバートに連続的に立設しつつ仮固定後、隣接するＰｃａ中壁のＵ字状
空間に、双方を連続して接続する接続鉄筋を配筋の上コンクリート充填することで、双方
を軸方向に一体化するので、以下の作用効果を奏することができる。
タ　Ｕ字状空間に配筋しコンクリート充填すれば、この接続部が隣接のＰｃａ中壁を容易
に接続することとなり、設置および接続作業が効率化する。
チ　Ｐｃａ中壁は、Ｕ字状空間を設けた上部が軽く、支持部は密実で重いので、架設時に
安定性がよく、作業が安全で効率的となる。
【００３０】
ツ　接続部のコンクリートはＵ字状空間に充填するので、側枠は不要であり、工期を短縮
できる。
テ　接続部のＵ字状空間に充填したコンクリートが圧縮力にて床版荷重を受け、アーチア
クションにてこれを鉛直の軸力に変換し支持部に伝達するので、Ｐｃａ中壁の根元は曲げ
モーメントが発生せず、そうでない柱・桁構造に対して構造が簡素化する。
ト　連続アーチ構造は長尺をとるに、トンネル軸方向の分割ではなく、断面方向の分割な
ので、架設時にクレーンの移動が少なく、施工効率に優れる。
【００３１】
　本発明によれば、床版架設クレーンは、サドルが上段、下段に段差状配置とし、両側の
下段脚は上方から下方に向け中央へ寄る勾配を設け、上部フレームから横断方向にアウト
リガーを配するから、以下の作用効果を奏することができる。
ナ　サドルが、Ｐｃａ床版上の上段、インバートコンクリート上の下段に、段差状に配置
するので、Ｐｃａ床版架設時、カンチレバー状の張出しとならず、構造が簡素化し、クレ
ーン作業も、安定かつ安全となる。
【００３２】
ニ　下段脚は上方から下方に向け中央へ寄る勾配を設け、両側にセグメント搬送空間を確
保するので、往復空間を必要とするセグメントの搬送性に影響を与えず、シールド掘進工
程を遅延させない。
ヌ　下段脚が上方から下方にすぼむ不安定構造であっても、上部フレームから横断方向に
アウトリガーを配してセグメントより転倒防止用反力を得るので、常にクレーン作業は安
定し、転倒することがない。加えて、下段脚から鉛直下方のセグメント搬送空間に稼働式
アウトリガーを配すればさらに確実な効果が得られる（図示せず）。
【００３３】
　本発明によれば、接合部型枠は、Ｐｃａ床版の第二の貫通孔を貫通する吊り棒で大引き
材を懸下し、接合部のコンクリート重量は、せき板とバタ材を介して大引き材に保持され
ることから、以下の作用効果を奏することができる。
ネ　吊り棒は、埋め殺しではないので転用が利き、工事費が削減できる。
ノ　接合部の型枠は、第二の貫通孔に貫通させる吊り棒で懸下でき、型枠支保工にて受け
る必要がないので、下方に空間がとれ、軸方向の設置、脱型および移動を容易に実現し効
率がよい。
【００３４】
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　本発明によれば、接合部型枠の設置および脱型移動は、インバートコンクリート上の２
列のレールを走行する伸縮式型枠盛替台車にて、コンクリート強度発現スパンの接合部型
枠を脱型移動するに際して、大引き材受けに接続される伸縮支柱を、伸状態時、大引き材
の下端を受け、その後、接合部型枠を離脱させつつ縮状態とし、型枠を離脱、脱型し、コ
ンクリート未硬化スパンの型枠の下方を走行させつつ、未施工区間の、合い向かうＰｃａ
床版の間の接合部下方に移動し、設置するから、以下の作用効果を奏することができる。
【００３５】
ヒ　伸縮式型枠盛替台車にて、型枠を離脱脱型し、コンクリート未硬化スパンの接合部の
型枠の下方を走行させつつ、未施工区間に移動し設置するから、軸方向に連続的な現場打
構築を効率よく行える。
フ　伸縮式型枠盛替台車はレール走行であり、位置が自動的に決まるので、効率と精度を
確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、従来技術に係るＰｃａ床版の設置構造と本発明に係るＰｃａ床版の設置
構造との比較を示す図である。
【図２】図２は、従来技術に係るＰｃａ中壁の設置構造と本発明に係るＰｃａ中壁の設置
構造との比較を示す図である。
【図３】図３は、実施例１に係るＰｃａ床版の構造を三面図により示した図である。
【図４】図４は、実施例１のＰｃａ床版を横断方向に３径間構造に配置した平面図および
正面図である。
【図５】図５は、Ｐｃａ床版とＰｃａ中壁との接合の詳細を示す図である。
【図６】図６は、Ｐｃａ床版とＰｃａ中壁とを最終的な固定する際の例を示す図である。
【図７】図７は、ゲージ板を設置しそれを使って床版運搬台車レールを敷設する際の詳細
を示す図である。
【図８】図８は、実施例１のＰｃａ床版を横断方向に３径間構造に配置した平面図および
側面図である。
【図９】図９は、本発明に係るＰｃａ中壁の構造および形状を表す三面図とアーチ構造を
示す図である。
【図１０】図１０は、本発明に係るＰｃａ中壁の別の構造および形状を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例２のＰｃａ中壁をトンネル内の長手方向に順々に設置し接続
部を構築していく工程の１サイクルを示す図である。
【図１２】図１２は、実施例１のＰｃａ床版を設置する工程の１サイクルを示す図である
。
【図１３】図１３は、横断方向のＰｃａ床版同士の接合部を構築する工程の１サイクルを
示す図である。
【図１４】図１４は、図１３のステップ２の詳細を示す図である。
【図１５】図１５は、図１３のステップ３の詳細を示す図である。
【図１６】図１６は、伸縮支柱が伸びた状態時の横断方向の接合部型枠を拡大して示す図
である。
【図１７】図１７は、第２の貫通孔の部分における接合部型枠の長手方向の断面形状を拡
大して示す図である。
【図１８】図１８は、Ｐｃａ床版架設時に使用する床版架設クレーンの三面図である。
【図１９】図１９は、床版架設クレーンを使用したＰｃａ床版の架設手順を説明する図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明を実施するための形態として、以下図面を参照にしながら、本発明に係る実施例
を説明する。
【実施例１】
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【００３８】
　本発明の実施例１として、Ｐｃａ床版について、その構造及びそれをトンネル内に設置
した状態を説明する。
　図１（ｃ）に示すように、本発明に係るＰｃａ床版による設置構造は、２径間の場合に
は、Ｐｃａ中壁の間のＰｃａ床版同士を接合部で結合し、３径間の場合には、中に位置す
るＰｃａ中壁に載置される接合部でＰｃａ床版同士を結合している。
【００３９】
　図３は、実施例１に係るＰｃａ床版の構造を三面図により示した図である。図３の（ａ
）には、継手筋の配筋状況を示し、図３の（ｂ）には、第一の貫通孔１５および第二の貫
通孔１６の配置状況を示す。
　（ａ）に示すＰｃａ床版１は、平面図に示すとおり、長方形の平面形状であり、横断方
向に重ね継手１２、長手方向にループ継手１１を有する。また、正面図に示すとおり、一
方の端部及び他方の端部付近に、それぞれ拡幅する拡厚部１４を設け、その下面には支承
ゴム板１３を貼り付ける（側面図も参照）。
　（ｂ）に示すように、Ｐｃａ床版２は、平面図に示すとおり、落とし棒用の第一の貫通
孔１５が拡厚部１４に配され、吊り棒用の第二の貫通孔１６が接合部側端部に配される。
【００４０】
　図４は、実施例１のＰｃａ床版２を横断方向に３径間構造に配置した平面図および正面
図（横断方向）である。横断方向に配置した２枚のＰｃａ床版２の接合部は、縦断ライン
位置は重ね継手１２にて、横断ライン位置はループ継手１１にて接合される。
【００４１】
　図４の下部に示す正面図において、「 I I I横断面」では、Ｐｃａ床版２に設けた落とし
棒用の第一の貫通孔１５と、ＲＣ側壁およびＰｃａ中壁３それぞれに設けた落とし孔１９
とを通して、落とし棒２０を設置することによりＰｃａ床版２を固定する。Ｐｃａ床版２
とＰｃａ中壁３との接合の詳細図を図５に示す。Ｐｃａ中壁３に設けた落とし孔１９の表
面にはスペーサ２２を設けてある。図５では、Ｐｃａ中壁３の上にＰｃａ床版２を載置し
て、落とし棒２０をＰｃａ床版２の貫通孔１５およびＰｃａ中壁３の落とし孔１９を介し
て貫通させる様子を示す。
　また、図７の「 I V横断面」では、Ｐｃａ床版２に設けた吊り棒用の貫通孔１６を使って
ゲージ板１７を吊り棒２１によって設置固定し、このゲージ板１７の上に長手方向に床版
運搬台車レール１８を敷設することになる。
【００４２】
　図５は、Ｐｃａ床版２とＰｃａ中壁３との接合の詳細図であり、Ｐｃａ中壁３の上にＰ
ｃａ床版２を載置して、落とし棒２０をＰｃａ床版２の落とし棒用の貫通孔１５およびＰ
ｃａ中壁３の落とし孔１９を介して貫通させる工程を示す。Ｐｃａ中壁３に設けた落とし
孔１９の表面にはスペーサ２２を設けてある。
【００４３】
　図６は、Ｐｃａ床版２とＰｃａ中壁３とを最終的な固定する際の例を示す図である。落
とし込んであった落とし棒２０を抜き出し、替わって、塩ビキャップを施したアンカーバ
ーをＰｃａ床版２の落とし棒用の貫通孔１５およびＰｃａ中壁３の落とし孔１９を介して
挿入する。その後でＰｃａ床版２の落とし棒用の貫通孔１５およびＰｃａ中壁３の落とし
孔１９に対してモルタル充填を行い、固着する。
【００４４】
　図７は、ゲージ板１７を設置しそれを使って床版運搬台車レール１８を敷設する際の詳
細図である。上述のとおり、ゲージ板１７を通して吊り棒２１をＰｃａ床版２の吊り棒用
の貫通孔１６に貫通させることにより、Ｐｃａ床版２同士を渡す形態で横断方向にゲージ
板１７を設置する。その後、この横断方向に設置されたゲージ板１７の上に長手方向にわ
たって床版運搬台車レール１８を敷設する。併せて、Ｐｃａ床版２同士の接合部には、縦
断ライン位置には相ラップさせる重ね継手１２に交差筋２３を設置し、横断ライン位置に
はループ継手１１に内部筋を設置してＰｃａ床版２同士の結合を強化する。
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【００４５】
　図８は、実施例１のＰｃａ床版２を横断方向に３径間構造に配置した平面図（図４の上
図と同じ）および側面図（長手方向）である。
　図８の下部に示す側面図において、「 I縦断図」では、Ｐｃａ床版２に設けた落とし棒
用の貫通孔１５およびＰｃａ中壁３の落とし孔１９を介して落とし棒２０を設置して双方
を接合し、その後この落とし棒２０を抜き出し、替わって、アンカーバーを挿入しモルタ
ル充填する様子を示す。
　また、「 I I縦断面」では、Ｐｃａ床版２に設けた吊り棒用の貫通孔１６を吊り棒２１が
貫通し、Ｐｃａ床版２上に床版運搬台車レール１８が敷設されている様子を示す。
【実施例２】
【００４６】
（２）Ｐｃａ中壁
　本発明の実施例２として、Ｐｃａ中壁について、その構造及びそれをトンネル内に設置
した状態を説明する。
　図２（ｂ）に示すように、本発明に係るＰｃａ中壁は、従来のような矩形形状ではなく
、隣り合う２つのＰｃａ中壁を結合してアーチ構造の形状を成す。そのために、アーチ部
の上端に接続部となるＵ字状空間を設け隣り合う２つのＰｃａ中壁を結合する。
【００４７】
　図９は、上図に本発明に係るＰｃａ中壁３の構造および形状を表す三面図を、下図に隣
り合う２つのＰｃａ中壁を結合した１セットを隣り合う別のセットと組んで形成したアー
チ構造を示す。
　図９の上図に示すように、Ｐｃａ中壁３の内側は、Ａのアーチ部からＢの支持部に至っ
て外形形状に合わせたＵ字構造（ＣおよびＦ）を成し、底部にはアンカー４本を設けてい
る（ＤおよびＥ）。ここで、図示のとおり、ＣおよびＦ、ＤおよびＥは、それぞれ入れ子
状に形成することにより、一旦組み合わせると抜け出すことがない。また、組み合わせの
際、別途接合用ボルトで相互に仮固定しつつ立設、固定すれば施工効率がよい（図示せず
）。
　図９の下図に示すように、上図で結合した１セットのＰｃａ中壁３のＵ字状空間に、双
方を連続して接続する接続鉄筋を配筋の上コンクリート充填することで、双方を軸方向に
一体化する（この点は後述する）。
　以上、図２（ｂ）および図９では、Ｐｃａ中壁３を、アーチ部および支持部それぞれで
鉛直に分断した形状を１パーツとして、それを２つ組み合わせて１セットとしたが、１パ
ーツは当該形状に限定されるものではない。すなわち、図１０（ａ）に示すように、鉛直
に分断したアーチ部から支持部を経て次の鉛直に分断したアーチ部までを１パーツとする
形状、または、図１０（ｂ）に示すように、鉛直に分断した支持部からアーチ部を経て次
の鉛直に分断した支持部までを１パーツとする形状としてもよい。なお、図１０の（ａ）
および（ｂ）では、支持部をインバートコンクリートに至るまで延びた構造とするのでは
なく、インバートコンクリートとある程度の離隔を残してここにはアンカーを延伸し、イ
ンバートコンクリート上への据え付け時に、根巻部を配筋とコンクリート打設により支持
部とインバートコンクリートとの間に設けるようにしている。
【００４８】
　図１１は、実施例２のＰｃａ中壁３をトンネル内の長手方向に順々に設置し接続部を構
築していく工程の１サイクルを示す図である。
　ステップ１では、シールド掘削方向に向かって、Ｐｃａ中壁を設置するためのアンカー
孔を設けたトンネル内接地面に、スペーサを順に設置する。
【００４９】
　ステップ２では、中壁設置クレーンを使ってＰｃａ中壁をシールド掘進方向に向かって
順に設置をして仮固定する。仮固定後、アンカリングしたスペーサに対してモルタル充填
をして本固定を行う。
【００５０】

10

20

30

40

50



(10) JP  6401833  B2  2018.10.10

　ステップ３では、Ｐｃａ中壁の上部に設けた接続部に接続鉄筋またはユニット鉄筋によ
り配筋を行う。
【００５１】
　ステップ４では、ステップ３による配筋終了後にアジテーターカーを使ってＰｃａ中壁
の接続部に対してコンクリート打設を行う。
　そして、上述の１サイクルを一定の施工区間（１スパン）毎に繰り返して、シールド掘
削方向に順々に、Ｐｃａ中壁を設置固定していくことになる。
【００５２】
　図１２は、図１１で示すＰｃａ中壁の設置固定の工程に続いて、実施例１のＰｃａ床版
を設置する工程の１サイクルを示す図である。
　ステップ１では、シールド掘削方向に落とし孔を設けたＲＣ側壁およびＰｃａ中壁に、
Ｐｃａ床版を設計上のレベル位置に設置できるよう、正しいレベル位置にスペーサを順に
設置する。並行して、床版架設クレーンを使って床版運搬台車からＰｃａ床版を持ち上げ
て長手方向前方（矢印方向）へ移動する。
【００５３】
　ステップ２では、床版架設クレーンを使って運搬したＰｃａ床版を所定の位置に設置す
る（Ｐｃａ床版の位置を揃え荷下げ、矢印参照）。それに続いて、Ｐｃａ床版に設けた落
とし棒用の貫通孔を介して落とし棒を設置する。
【００５４】
　ステップ３では、Ｐｃａ床版に設けた吊り棒用の貫通孔を介して吊り棒を設置し、その
際にゲージ板を設置し、その後に床版運搬台車レールを敷設する。
【００５５】
　ステップ４では、床版架設クレーンを移動させ、ステップ３で敷設した床版運搬台車レ
ールを使って次の区間に設置するＰｃａ床版を運搬する。
　そして、上述の１サイクルを一定の施工区間（１スパン）毎に繰り返して、シールド掘
削方向に順々に、Ｐｃａ床版を設置固定していくことになる。
【００５６】
　図１３は、横断方向のＰｃａ床版同士の接合部を構築する工程の１サイクルを示す図で
ある。
　ステップ１では、１施工区間（１スパン）毎に、設置固定した３径間の両側のＰｃａ床
版に対して双方を接続する接合部を構築するために、鉄筋を組み立てる。
【００５７】
　ステップ２では、１つ前の施工区間（スパン）における接合部構築に使用した接合部型
枠を脱型し、ステップ１で鉄筋を組み立てた次の施工区間（スパン）に伸縮式型枠盛替台
車を使って移動させる。その詳細を図１４に示す。図１４の（ａ）に、伸縮式型枠盛替台
車の伸縮支柱を縮めること（ジャッキダウン）によって、構築が終わった施工区間（スパ
ン）で使用した接合部型枠を降ろして当該接合部型枠から吊り棒を撤去する様子を示す。
吊り棒は、接合部型枠を大引き材の下面にて、ナット固定の有孔プレートにて保持、固定
するので、伸縮支柱を伸ばし大引き材を受けた後、ナットを撤去してこの有孔プレートを
離脱させれば、吊り棒を撤去できる。その後、伸縮支柱を縮めることにより、接合部型枠
を離脱、脱型できる。図１４の（ｂ）に、接合部型枠を離脱、脱型して伸縮式型枠盛替台
車上に載置した状態を示す。そして、図１４の（ｃ）に示すように、接合部型枠を載置し
た伸縮式型枠盛替台車をコンクリート未硬化スパンの型枠下方を走行させつつ、次の施工
区間（スパン）まで移動させる。
【００５８】
　ステップ３では、接合部型枠を設置する。伸縮式型枠盛替台車の伸縮支柱を伸ばすこと
によって接合部型枠を上昇させ吊り棒を接続することにより設置する。その詳細として、
図１５の（ａ）に、１施工区間（１スパン）下に移動した伸縮式型枠盛替台車が伸縮支柱
によって接合部型枠を上昇させる様子を示す。図１５の（ｂ）に、上昇させた接合部型枠
を吊り棒によって接合部に固定する様子を示す。
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　また、図１６に、伸縮支柱が伸びた状態時の横断方向の接合部型枠を拡大して示し、図
１７に、第２の貫通孔の部分における接合部型枠の長手方向の断面形状を拡大して示す。
ここで、大引き材は、間に隙間を有する２本の桁材を上下方向に背合わせにした構造であ
る。せき板は、大引き材の上部に根太材を介して固定されている。また、吊り棒は予めＰ
ｃａ床版の第二の貫通孔に設置し、ここに接合部型枠を上昇させた場合に、大引き材の隙
間をこの吊り棒が貫通し、その後、大引き材の下面に設けた有孔プレートを介してナット
によって接合部型枠を吊り棒に保持、固定する。
【００５９】
　ステップ４では、接合部型枠を設置した施工区間（スパン）の接合部に対して、コンク
リーを打設する。
　そして、上述の１サイクルを１施工区間（１スパン）毎に繰り返して、接合部を構築し
ていく。ここで、向かい合うＰｃａ床版上には、往路復路のトラックミキサー車の搬送路
が、その下方には、往路復路のセグメントの搬送路が、それぞれ確保できる。
【実施例３】
【００６０】
（３）床版架設クレーン
　本発明の実施例３として、Ｐｃａ床版の設置に用いる床版架設クレーンの構造及びそれ
によるＰｃａ床版の架設手順を説明する。
　図１８は、Ｐｃａ床版架設時に使用する床版架設クレーンの三面図である。図１８の（
ａ）は、床版架設クレーンの平面図、（ｂ）は、側面図（横断方向から見た図）、（ｃ）
は、左図が（ｂ）のＡ断面から前方側（図の左方側）の正面図で、右図が（ｂ）のＢ断面
から前方側（図の左方側）の正面図である。Ａ断面では、下段脚が上部フレームからＹ字
状に、上方から下方に中央へ寄るように勾配を設け、下に延び、車輪を設けた下段サドル
と接合している。Ｂ断面では、４本の上段脚が上部フレームから鉛直に下に延び車輪を設
けた上段サドルと接合し、上段サドル巾に対し下段サドル巾は縮小している。上部フレー
ムには、クレーンサドルが載置され、上部フレーム上を長手方向に移動する。また、クレ
ーンサドルには、クレーンガーダを介してトロリが載置されクレーンガーダ上を横断方向
に移動する。
【００６１】
　Ｐｃａ床版の運搬手順としては、床版運搬台車レール上を移動する床版運搬台車（図１
８の（ｂ）の右端部に図示）によってＰｃａ床版を、床版架設クレーンの上段脚の位置ま
で運搬する。そこで、床版架設クレーンが備えるクレーンを使用してＰｃａ床版を持ち上
げ、長手方向前方および横断方向にクレーンを所定位置まで移動させる。
【００６２】
　次に、図１９を用いて、床版架設クレーンを使用したＰｃａ床版の架設手順を説明する
。図１９の（ａ）は、順次架設するＰｃａ床版および床版架設クレーンとの相対位置関係
を示す平面図、（ｂ）は、設置済みのＰｃａ中壁および床版架設クレーンとの相対位置関
係を示す側面図（横断方向から見た図）、（ｃ）は、左図が（ｂ）のＸ断面から前方側（
図の左方側）の正面図で、右図が（ｂ）のＹ断面から後方方側（図の右方側）の正面図で
ある。
【００６３】
　上レールと下レールを使って移動する床版架設クレーンが、床版運搬台車レール上を床
版架設クレーンの上段脚の位置まで床版運搬台車によって運搬したＰｃａ床版を、自らが
備えるクレーンによって持ち上げ（図１９の（ｃ）に示すＹ断面の上向き矢印）、Ｐｃａ
床版の所定設置位置までクレーンが長手方向前方に移動する（図１９の（ｂ））。次いで
、横断方向に床版架設クレーンが備えるクレーンが移動し（図１９の（ｃ）に示すＸ断面
の左向き矢印）、所定の設置位置でＰｃａ床版の方向を揃えて降ろす（図１９の（ｃ）に
示すＸ断面の回転を示す矢印および下向き矢印）手順となる。
【符号の説明】
【００６４】
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１、２…Ｐｃａ床版、３…Ｐｃａ中壁、１１…ループ継手、１２…重ね継手、
１３…支承ゴム、１４…拡厚部、１５…落とし棒用の貫通孔、１６…吊り棒用の貫通孔、
１７…ゲージ板、１８…床版運搬台車レール、１９…落とし孔、２０…落とし棒、
２１…吊り棒、２２…スペーサ、２３…交差筋

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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